
家畜改良増殖法（令和２年改正）等
について

令和２年９月

滋賀県農政水産部畜産課



令和２年度改正の理由

•平成30年６月に和牛精液・受精卵が不正に国外へ持ち
出された。

•和牛遺伝資源の流通管理の徹底、
知的財産として保護すべきとの社会的要請が高まった。

家畜改良増殖法の一部を改正する法律

（令和２年４月24日公布、令和２年10月１日施行（予定））





家畜改良増殖法のポイント



【法第11条】

獣医師または家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精
用精液や家畜体内受精卵を採取し、処理し、又はこれを雌
の家畜に注入してはならない。

（例外：学術研究や自家利用）

他者が所有する家畜に家畜人工授精を行う者は

必ず有資格者（獣医師または家畜人工授精師）でな
くてはいけません。



保存とは

凍結精液等の品質を維持し、適正な家畜人工授精等を実施
するために必要な行為

(例）液体窒素ボンベの中で凍結精液を保管する行為など･･･

保存は獣医師又は家畜人工授精師でなくても実施できるが

場所は家畜人工授精所等でなくてはいけない。

【法第12条】

家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液又
は家畜受精卵を保存してはならない。

採取 処理 保存 注入

検査→希釈等→内容・封→凍結





【法第14条】

家畜人工授精所等において衛生的に保存されていること
その他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工
授精用精液等を譲渡等してはならない。

精液等の識別を明らかにし、品質不良な精液の注入を防ぐために・・・

封が施されていないもの

家畜人工授精用精液証明書が添付されていないもの

品質不良なもの

保存は家畜人工授精所等でしかできない。

=家畜人工授精所等でなければ精液の譲渡はできない。

の譲渡禁止

譲渡した場合は、譲渡した者に対し、その精液等の回収および廃棄を命じられる場合があ
ります。【法第35条】



令和元年７月 農林水産省より
家畜人工授精・受精卵移植業務の適正実施について（リーフレット）

精液や受精卵1本1本に対応した家畜人工授精用精液証明書がないと
雌に注入（移植）も他者への譲渡もできません！

記載漏れや、誤った内容が記載されている証明書には効力がありません。

裏面は特に記載漏れ等が起こりやすいため、
改めて記載と内容確認の徹底をお願いいたします。

※違反すると罰金50万円以下の可能性があります



【法第15条】

獣医師または家畜人工授精師は、家畜人工授精等を行った
ときは、遅滞なく、関係する事項を家畜人工授精簿に記録し、
５年間保存しなくてはいけない。

家畜人工授精を実施したら、

ラベル裏の注入記録に必要事項を記載し、

使用した空ストローと一緒にして管理してください。

家畜人工授精簿を正しく記載し、

５年間の保存をお願いいたします。

記載漏れ、保存していない等の行為は

家畜改良増殖法違反です。

＋

様式第13号



ストローも一緒に
添付しておくことを
オススメします

• 家畜人工授精を実施したら、
遅滞なくすみやかに家畜人工
授精簿に記録してください。

• 必ず精液証明書とストローは
セットで保管してください。

• 授精証明書をすぐに交付しない
場合は、家畜人工授精簿に
精液証明書を添付しておいてく
ださい。
（裏面が確認できるように）

令和元年７月 農林水産省より
家畜人工授精簿への正確な記録及び保管（リーフレット）

家畜人工授精簿（抜粋）

精液証明書に対応するストローが
すぐ分かるように管理することが大切です！！



令和元年７月 農林水産省より
受精証明書及び体内（体外）受精卵移植証明書の適切な交付（リーフレット）

• 原則１回の家畜人工授精につき、
１枚の授精証明書を交付してください。

• 授精証明書には実際使用した
精液証明書とストローを添付してください。
（証明書の裏面が確認できるように）

例えば・・・

１回目の人工授精→不受胎
２回目の人工授精→不受胎
３回目の人工授精→受胎 の場合

授精証明書は３枚交付されます。

様式第17号



家畜人工授精から登記（登録）までの流れ

授精証明書

家畜人工授精簿

登記



【法第17条、19条、26条】

家畜人工授精師免許について、家畜改良増殖法や家畜伝染病予
防法等に違反し、罰金を科せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなった日から二年を経過しない者を絶対的欠格事由
とする。
家畜人工授精所の開設許可の欠格事由について、厳格化する。

今までは、家畜人工授精師免許を与えないことができるという規定（相対的
欠格事由）はあったが、絶対的欠格事由はなかった。

今回の改正により、家畜改良増殖法や家畜伝染病予防法に
違反すると、

家畜人工授精師免許の取り消し、業務の停止

家畜人工授精所開設許可の取り消し、使用の停止

が命じられる可能性がある。



家畜人工授精師免許について

家畜人工授精所開設許可について



【省令第33条、第34条】

都道府県知事は開設許可を出した家畜人工授精所に対して
家畜人工授精所の開設の許可証を交付する。
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所内に、
家畜人工授精所の開設の許可証を備え置かなければならない。

家畜人工授精所の開設の許可証に掲げる事項

家畜人工授精所の管理番号

開設の許可の年月日

家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称

家畜人工授精所の名称及び所在地

家畜の種類及びその業務の別

事項に変更が生じたら
→許可証の書き換え交付

許可証を失くした、汚したら
→許可証の再交付

を申請してください。

様式第23号



【法第25条】

家畜人工授精所の名称等を変更したときは、変更の日から
30日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
家畜人工授精所を廃止、休止、再開しようとするときは、
その日の１月前までに都道府県知事に届け出なければならない。

変更したら届出が必要な事項
家畜人工授精所の開設者（所有者）の氏名（名称）及び所在地

家畜人工授精所の名称及び所在地

家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名及び住所

家畜の種類及びその業務の別

家畜人工授精所の構造、設備及び器具

家畜人工授精所の開設者が法人の場合、役員の氏名及び住所

※家畜人工授精所を廃止、休止したら許可証を返納してください。

様式第21号、22号



届出？新規申請？

変更届出でOK

開設者は同一人物だが、苗字等が
変更になった。

家畜人工授精所の場所は変更ない
が、合併等で市町名が変わった。

農協の代表が開設者で、人事異動
等で代表者が変更になった。

（=軽微な変更）

新規開設届が必要

開設者が変更になった。（別人）

家畜人工授精所の所在地自体が変
更になった。

開設者が死亡した。

（開設許可の相続は不可能）

その他、届出が必要かどうか分からない場合は
滋賀県農政水産部畜産課 までお問い合わせください。
TEL 077-528-3853 （担当：西村（奈））
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【法第32条】

農林水産大臣は、高い経済的価値を有するなどにより、特に適
正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を
特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。

特定家畜人工授精用精液等の指定は、告示で定めます。

和牛を基本として指定する品種を検討します。

※特定家畜人工授精用精液等の容器（ストロー）に表示しなければいけないもの

精液の場合・・・種雄牛の名称、採取年月日

受精卵の場合・・採取した家畜人工授精所の管理番号、受精卵証明書番号、

採取の要した雌の家畜の名前など



【法第32条】

家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の
譲り受け、譲り渡し、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、関係する
事項を譲渡等記録簿に記載しなければならないとし、10年間保存し
なければならない。

家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等について、

譲り受け（購入・仕入れ）

譲り渡し（販売・提供）

廃棄

亡失

情報を譲渡等記録簿に記載し、
記録簿の閉鎖日より10年間保存

譲渡・譲
受等した
年月日

種畜の名称 精液採取
年月日

家畜人工授
精用精液証
明書番号

譲渡先又は譲受元
の家畜人工授精所
の開設許可の有無

譲渡先又は譲受元の
家畜人工授精所の管
理番号又は氏名（名
称）・住所

譲渡、譲受
等の内容

備考欄

＜例＞

様式第24号



【法第32条】
農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等にかかる規制に違反し
た獣医師、家畜人工授精師、家畜人工授精所の開設者に対し、当該
違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【法第34条】
農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等に関する規定の施行
に必要な限度において、関係者から必要な事項の報告を求めることが
できる。（＝報告徴収）

新たな規制等（容器への表示、譲渡等記録簿の記録）について、
• 違反した獣医師、家畜人工授精師、家畜人工授精所の開設者に対し、
農林水産大臣が、是正措置をとるべきことを命じることができるものとした。

• 施行に必要な限度において、
種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、人工授精師、家畜の生産者、その他関係者から

必要な事項の報告徴収を求めることができるものとした。

※是正命令、報告徴収に違反すると、罰金50万円以下の可能性があります。



【法第34条】
家畜人工授精所の開設者は、毎年、運営状況を都道府県知事
に報告しなければいけない。

家畜人工授精所の開設者

滋賀県

国（農林水産大臣）

＜報告内容＞
・家畜人工授精所の管理番号
・家畜人工授精所の名称、所在地
・家畜の種類、業務の別
・精液等の保存数量
・特定家畜人工授精用精液等の毎月の
譲受、譲渡、利用数量など

精液等流通データシステム
（仮称）

毎年4月末までに、
前年分（1月1日～12月31日）
の報告をお願いします。

様式第28号、29号



家畜遺伝資源に係る不正競争
の防止に関する法律（知財新法）
について



新法制定の背景

•平成30年６月に和牛精液・受精卵が不正に国外へ持ち
出された。

•遺伝資源の不正競争を規制する法律がなかった。

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律

（令和２年４月24日公布、令和２年10月１日施行（予定））

騙し取る、盗むこと
不正に入手したものを使用すること
契約を守らないこと

・・・等



知財新法の概要

不正競争行為の定義
詐欺などによって騙し取ること

不正に入手した家畜遺伝資源を使用、譲渡すること・・・など

不正競争への民事的な救済措置を整備
差止請求、損害賠償請求、信用回復措置を規定

罰則の導入

☆対象：特定家畜人工授精用精液



差止請求・損害賠償の対象

①盗んだり騙したりして手に入れた場合

家畜遺伝資源

譲渡

輸出

使用

×
×

×

×転得者

和牛の人工授精用
精液・受精卵など

取得×



差止請求・損害賠償の対象

②業務委託を受けたが、自分のものにした場合

家畜遺伝資源

譲渡

輸出

使用

×
×

×

×転得者

和牛の人工授精用
精液・受精卵など

自分のものとして
取得

×



差止請求・損害賠償の対象

③契約の範囲外のことをした場合

家畜遺伝資源

譲渡

輸出

使用

×
×

×

×転得者

和牛の人工授精用
精液・受精卵など

〇取得

契約範囲外の・・・

目的外使用禁止
国内利用に限定
第三者への譲渡制限

等・・・



不正使用により生産された子牛等への規制

受精卵の移植

精液の注入等

子牛

受精卵 受精卵の移植

受精卵
精液

雄子牛・雌子牛
を繁殖用に供する

子牛

孫牛

不正使用行為 一次派生物 二次不正使用行為 二次派生物

派生物として規制対象になるもの



家畜人工授精用精液等譲渡契約約款
について



譲渡契約約款の整備を進める背景

•知財新法により契約等により使用の目的等を制限さ
れている精液・受精卵については差し止め請求など

が可能になった。

•大手家畜人工授精所では契約の整備が完了してお
り、第三者へ譲渡する際には同様の契約の締結を

義務付けている。

•国からの通知（令和元年９月30日付け元生畜第814号）に

より、県から家畜人工授精所等へ契約の締結をお願

いしているところ。



譲渡契約のイメージ

大手家畜人工授精所（家畜改良事業団など）

滋賀県畜産振興協会

県内家畜人工授精所

畜産農家

畜産農家

＜契約の内容＞
家畜改良増殖法の遵守
日本国外への持ち出し禁止

日本国内での肉用牛の生産、
改良の目的以外での使用禁
止

第三者に譲り渡す場合は、
同様の契約内容を義務付け
なくてはいけない

末端の精液利用者（畜産農家等）
まで契約がいきわたる

※一度契約を締結すれば、その後定期的な契約
更新などは必要ありません。



契約が必要な場合 =所有権が移動する場合

家畜人工授精師が所有している精液を、
畜産農家の牛へつける場合

契約が不要な場合

畜産農家が所有している精液を、
当該畜産農家の牛へつける場合

所有している精液を、所有権の移動なしで、
保管のみ委託する場合
※別に保管業務委託契約を結ぶことをお勧めします。

人工授精業務

人工授精業務

保管業務委託



お問い合わせ先
滋賀県農政水産部畜産課 （担当 西村）

TEL：077-528-3853 FAX：077-528-4883
Mail：ge00@pref.shiga.lg.jp

ご清聴ありがとうございました。
法改正に伴い、色々な制度が追加されたり変更さ
れたりしました。

皆様にはご不便やご面倒をおかけすることもある
かと思いますが、なるべく負担をおかけしないよう、
県としてもサポートさせていただきたいと思います。

滋賀県の遺伝資源の適正な流通のため、
ご協力をよろしくお願いいたします。


